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実施期間

時　　間

会　　場

対　　象

申込方法

各公民館や町内会館など市内施設
※会場の手配および準備・片付け、有料の場合の使用料は申込者の負担でお願いします。

原則10人以上で、北秋田市民を対象とします
※特定の政治活動や宗教の布教活動、営利を目的とした集会、苦情や要望を寄せるためだけの講座は
　お断りします。

※メニューに記載されている時間は、目安であり、受講者の希望に対応します。
（土日、祝日も可能）

市職員による出前講座を行っています！

※出前講座のメニューのほか、開催を希望する講座がありましたらお気軽にご相談ください。

実施希望日の　　　  まで
申請書に必要事項を記入のうえ、
生涯学習課または最寄りの公民館に提出してください
（郵送・FAX・メールのほか右記二次元コードからも申請できます）
※申請書は市ホームページからダウンロード、または生涯学習課に準備しています。

申込締切 21日前
▲電子申請▲市ホームページ

４ 北秋田市の財政状況について【60分】

３ 地域公共交通について【40分】

２ 北秋田市総合計画について【60分】

１ 防災講座【40分】

８ 消費生活センターについて【30分】

７ 身近な地球温暖化対策について【30分】

６ 家庭ごみの分別について【40分】

５ 市税のしくみについて（８月～ 11月）【40分～】

９ マイナンバーカードについて【40分】

講　座　名　【予定時間】№
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講　座　名　【予定時間】№

19

世界遺産講座【40分】

チャレンジ！ニュースポーツ【60～ 90分】

救命講習【60分～】

雪下ろし事故防止【60分～】

作曲家成田為三と浜辺の歌音楽館【60分】

水道事業について【30分】

山林化・原野化した農地の取り扱いについて【60分～】

北秋田市の観光に関わる取り組みについて【60分】

下水道事業について【20分】

問 be-syougai@city.kitaakita.akita.jp電　話電　話 ＦＡＸＦＡＸ

【申し込み・問い合わせ・ご相談】

北秋田市生涯学習推進本部事務局（生涯学習課内）
62‐1130 be-syougai@city.kitaakita.akita.jp電　話電　話 ＦＡＸＦＡＸ 62‐1669

13 障害者差別解消法について【40分】

12 生活保護制度について【40分】

11 国民健康保険と後期高齢者医療保険について【45分】

10 戸籍制度のあらまし【60分】

17 認知症の理解を深める
～映画「オレンジ・ランプ」～【100分】

16 住宅福祉サービスについて【45分】

15 介護保険制度について【45分】

14 障がい者サポーター養成講座【30分】

18 健康づくり講座【40分】
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家庭教育について【40分】

生涯学習のススメ【40分】

　　　　森林経営管理制度について【30分～】

　　　　鳥獣被害対策について
（クマ・イノシシ・サル）【60分～】

ふるさと教育の推進【60分】

　　　　ふるさと納税について【30分～ 60分】

地域学校協働活動について【40分】

防災講話【30分～】

　　　　これからの暮らしを安心して過ごすために
～『わたしのノート』を書いてみよう～【50分】

New!

New!

New!

New!

\ 市が行っている事業や取り組みについて、職員が出向いてご説明します/

 　 生涯学習課生涯学習係 62‐1130 62‐1669

▼令和８年度 北秋田市「出前講座」メニュー▼

令和８年４月1日～令和９年３月31日 ※12月25日～１月５日は除きます。

10時～20時

これからの暮らしを安心して過ごすために
～『わたしのノート』を書いてみよう～

新規メニューの紹介

ふるさと納税について№33

【予定時間】30分～ 60分
　ふるさと納税の基本的な制
度をはじめ、北秋田市のふる
さと納税がどれくらい入って
きているのか、また、市のど
のような事業に活用されてい
るのか紹介します。

【予定時間】50分
　これからの暮らしをどのよ
うにしていきたいか整理しな
がら「わたしのノート（エン
ディングノート）」を書いて
みましょう。
（座学20分・実習30分）

【予定時間】60分～
　市内クマ出没状況や対策、
農作物被害の現状と対策、有
害鳥獣対策の支援メニューの
紹介をします。また、地域ぐ
るみの鳥獣被害対策を事例を
踏まえて議論します。

【予定時間】30分～
　森林管理や相続した森林の
取り扱いにお悩みの方に、今
後の経営管理の移行確認を行
い、管理できない森林は、市
が仲介役となり森林所有者と
担い手をつなぎます。

新規メニューの紹介

№34

鳥獣被害対策について
（クマ・イノシシ・サル）№36森林経営管理制度について№35


